
輸入麦の政府売渡価格の決定について

１ 10月期の輸入麦の政府売渡価格については、「輸入

麦の政府売渡ルール検討会」の報告書の趣旨を体し算

出。

算定期間は、直近６か月間、価格改定月の２か

月前まで

２ ５銘柄平均で、49,820円／トン、▲23％の引き下げ

となる。

３ 新たな政府売渡価格は、関係業界の価格転嫁の準備

期間を考慮して、10月16日から適用する。





輸入麦の政府売渡ルール検討会報告書（平成21年10月２日決定）の概要

○ 算定期間を「直近８か月」から「直近６か月」に短縮」

○ 算定期間の対象月を価格改定月の「３か月前まで」から「２か月前まで」に変更

○ ＳＢＳ方式の拡大については、食料・農業・農村基本計画の見直しを踏まえ、

麦産業全体の将来ビジョンを検討し、結論を得られた後、３年程度の準備期間を

経て実施することが適当

○ 地方農政事務所の廃止に対応して、

① 民間 業務委託 拡充① 民間への業務委託の拡充

② 国と民間の両者による備蓄から民間備蓄へ一本化

の方向で検討が必要の方向で検討が必要


